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議案第７４号 

    東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例及び東京

都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和３年１２月１０日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例及び東京

都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例 

 （東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例の一部改正） 

第１条 東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例（昭和３１年

板橋区条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第４項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１５７．

５」に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改

める。 

  付則に次の１項を加える。 

 １５ 令和４年３月に支給する期末手当に関する第４条第４項の規定

の適用については、同項中「１００分の３０」とあるのは「１００

分の２０」とする。 

（東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正） 

第２条 東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年板橋区条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１６２．５」を「１００分の１５７．

５」に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改

める。 

  付則に次の１項を加える。 
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 １４ 令和４年３月に支給する期末手当に関する第８条第２項の規定

の適用については、同項の表以外の部分中「１００分の３０」とあ

るのは「１００分の２０」とする。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 区長、副区長及び区議会議員の期末手当の支給月数を改定する必要が

ある。 

 

 


